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札幌大学教職員組合ニュース 

No.39 2018 年 7 月 17 日 札幌大学教職員組合書記局  発行  

組合事務室は１号館２階１２１０です。  Ema i l：su . t radeun ion@gma i l . com  

法人主導の過半数代表者選出選挙でも露呈するご都合主義 

 

７月３日付け組合からの抗議書に対する法人の回答 

前号組合ニュースでお知らせした通り、組合は７月４日に「札大総第１１５号文書に対する抗議書」

を提出しました。７月６日に法人より以下のような回答が届きました。 

 

札大総第１２４号  

平成３０年７月６日 

札幌大学教職員組合 

 執行委員長 佐 藤 郁 夫 様 

学校法人札幌大学     

 理事長 荒 川 裕 生    

札大総第１１５号文書に対する抗議書について（回答） 

 

 労基法等に基づく所謂過半数代表者の選出については、本年４月１８日に貴組合及び教職員の皆

さんに対し、その必要性をお知らせするとともに事務局が作成した過半数代表選出のための要領案

をお示しして以来、２カ月以上に及ぶ相当な時間が経過しています。 

 この間、過半数代表者選出に関し、組合に加入していない労働者という立場での事務局が、組合

案をできるだけ尊重しつつ、貴組合と事務折衝を重ねてまいりました。 

 法人としては、労働者間の話し合いによって過半数代表者選出要領が策定されることが望ましい

ものと考えておりましたが、これまでの経過から、貴組合と事務局双方の意見が一致することは、

難しいものと考えております。 

 本年１月以来、半年以上も３６協定が締結されていない状況が続いていますが、本学における学

生支援や各種行事をはじめとする業務運営を円滑に行うためには、こうした状況を一刻も早く解消

しなければならず、また、労働基準監督署からは、早急に過半数代表者を選出し、３６協定を締結

するよう指導を受けているところです。 

 こうした状況を踏まえ、法人としては、過半数代表者選出要領を法人が用意せざるを得ないと判

断しました。 

 過半数代表者の選出手続きが確立されていない現状において、法人が貴組合も含め広く教職員か

ら意見聴取した上で、透明性が確保され、公平、公正な選出ルールを作成することは合理性がある

と考えます。また、要領案においては、組合に加入している労働者と加入していない労働者双方の

意見を反映すべきとの観点から、これまで貴組合と事務局が行ってきた議論の経過を踏まえた内容

としました。 

 法人としては、お示しした要領案に基づき、早急に過半数代表者を選出いただきたいと考えてい

ます。 
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この回答では、法人が過半数代表者選出要領を用意する理由として、以下の２点を挙げています。 

 

①過半数代表者選出のための要領案を法人・事務局が提示してから２カ月以上たったが、組合と事

務局の意見が一致することは難しいから。 

②１月からずっと３６協定の締結ができていないため、使用者である法人が職員を残業させること

もできず、労働基準監督署からも指導が来ているから。 

 

しかし、これらはいずれも法人が過半数代表者の選出を主導する立場からの回答です。一方的に法

人側の都合を述べているにすぎません。 

 まず①について、選出要領案を提示しているのは法人・事務局側だけではありません。この間、組

合も事務折衝を通じて事務局側からの意見に耳を傾け、要領案も第５案まで作成してきました。しか

し、組合が作成する要領案に対して、法人・事務局側は折り合う姿勢を示すことはありませんでした。

しかも、組合が主催しようとする労働者大会の開催を、法人・事務局側は一貫して非協力的な姿勢を

取り続けました。もし、法人・事務局側が組合作成の要領案で合意し、組合が提案する労働者大会の

開催に協力していれば、今頃は過半数代表者が選出され、３６協定の締結もできていたことでしょう。 

 次に②について、１月以来の３６協定の締結ができなかった主な原因は、法人にあります。１月の

３６協定については、組合は「職員の課外活動の指導及び帯同等に関する取扱い」について法人の検

討結果を問い合わせたところ、法人が２０１７年９月末以来何もしなかったことが明らかになったた

め、締結できませんでした。その後、３６協定に関わって、課外活動の件で北海道労働委員会にあっ

せんを申請し、その協議中であったことから、２月の３６協定も締結できませんでした。３月は、組

合から３６協定の締結に関する情報開示要求を出したにもかかわらず、法人からの回答が無かったた

め、締結できませんでした。そして、４月１８日に法人が過半数代表者の選出について通知を出して

以来、３６協定の締結はできていません。 

 また、７月１３日に組合から労働基準監督署に問い合わせたところ、労働基準監督署は「３６協定

の締結の為に早く過半数代表者を選出するようにとは話したが、法人に過半数代表者の選出をやれと

は言っていない。過半数代表をどのように選出するかも話していない。法人と組合のどちらが主導す

べきなのかも話していない」とのことです。ということは、７月１０日付けの札大総第１３３号文書

「３６協定締結に必要な労働者の過半数代表者の選出について」において、「労働基準監督署からは、

３６協定を早期に締結するよう指導を受けるとともに、労働者の過半数代表者の選出要領を法人が用

意することについては、透明性が確保され、公平、公正な選出ルールであれば問題ない旨の意見を頂

いていることから、…」とありますが、本当に労働基準監督署がそこまでの意見を述べたのか疑問で

あり、法人が「過半数代表者選出要領を用意せざるを得ない」と判断した根拠もあやしくなるのです。 

何よりも、この回答書に「過半数代表者選出に関し、組合に加入していない労働者という立場での

事務局」とあり、そして７月１０日付けの札大総第１３３号文書「３６協定締結に必要な労働者の過

半数代表者の選出について」にも、「事務局が教職員組合に加入していない労働者という立場」という

興味深い一文があります。しかし、事務折衝では、いつも事務局側の出席者が「要領案に関する組合

の意見について、法人に報告して、法人と検討する」と発言しており、「教職員組合に加入していな

い労働者」の事務局とは、法人の意向を受けている立場であることが明確です。それに、事務折衝に

出てくる事務局側出席者はいずれも事務局長や部長という管理職であり、過半数代表者になる資格を

持つ者は誰一人いません。つまり、組合と事務局との事務折衝とは、労働者同士での協議ではなく、

労使協議だったのです。さらに、この「組合に加入していない労働者である事務局」という一文を書

くことで、教職員組合が特異な労働者の団体であるようなイメージを植え付ける、悪質な印象操作が

行われているのです。 
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組合より法人に対して再度の団交開催要求を提出するが… 

上記のような組合の抗議書に対する法人からの回答、および法人より届いた日程に関する回答を受

けて、組合は６日に要領案（組合第５案）と共に、以下のような再度の団交開催要求を出しました。 

 

学校法人札幌大学 

  理事長 荒 川 裕 生 様 

札幌大学教職員組合       

執行委員長 佐 藤 郁 夫 

団体交渉開催の要求について 

 

標記について、下記の通り団体交渉の開催を申し入れる。 

１．過半数代表者を選出するための労働者大会の開催に協力を求める。 

【説明】 

 今日に至るまで過半数代表者の選出が遅れている原因は、法人・事務局側の根本的な認識の誤り

にあるのであり、組合にあるのではない。 

 ２０１８年７月４日付け２０１８札労組－１５号の抗議書において、「そもそも労働者の過半数

代表者の選出は、労働者が自治的に解決する事柄であって、いかなる理由があろうとも、使用者側

がこれに介入すべき事柄ではありません。」と記したように、過半数代表者の選出で最も重要な点

は、労働者が自治的に決められることである。 

 平成３０年７月６日付け札大総第１２４号文書における回答は、こうした組合の主張を根本的に

分かっていない、もしくは分かろうとしないものであり、論点をずらした内容となっている。 

 労働者の団体である教職員組合は、これまで使用者側である法人・事務局側と事務折衝を通じて

話し合いを続けてきたが、組合が作成する要領案について、法人・事務局側は頑なに折り合うこと

なく、組合が主催しようとする労働者大会の開催に対しても、法人・事務局側が非協力的であり続

けた。だからこそ、今日に至るまで、過半数代表者の選出ができなかったのである。 

 ３６協定の締結ができない責任は法人・事務局側にあるのであり、それを組合に押し付けるのは

言語道断である。 

 再度要求する。組合は過半数代表者選出の要領（組合第５案）を作成した。この要領にのっとっ

て過半数代表者を選出するための労働者大会を開催する。ついては、就業時間内に行われる労働者

大会の開催に協力を求める。 

 

上記について、決定権限を有する理事長、専務理事の出席を前提とした、７月１８日（火曜日）

１８時以降の団体交渉を申し入れる。 

団交開催への組合への回答は、７月１２日（木曜日）１７時までに書記長に連絡のこととする。 

 

しかし、７月１０日（火曜日）の１３時近くに武田理事が突然髙瀬書記長の研究室に来て、札大総

第１３３号文書「３６協定締結に必要な労働者の過半数代表者の選出について」および別添資料３件

を手渡し、その後ホームページとイントラネットの両方に同文書を掲示しました。これは、法人が団

交を拒否したのも同然です。そして、７月１２日に武田理事名で以下のような回答が来ました。 

 

７月６日付けで、要求のありました過半数代表者の選出に関する要領（組合第 5 案）に則った過

半数代表者選出のための労働者大会の開催については、すでに過半数代表者の選出について公示さ

れていることから、お応えすることはできません。 

他の交渉テーマがありましたら、７月１８日（水曜日）１８時からの団体交渉の開催に応じます
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ので、お知らせください。 

 

理事 武田 修一 

 

またしても、法人によって組合の団交開催要求項目が退けられてしまいました。 

 

法人の身勝手な「透明性、公平性、公正性」 

上述したように、７月１０日に武田理事が髙瀬書記長に札大総第１３３号文書と別添資料３件を手

渡してから約１時間後、法人はイントラネットに同文書を掲示しました。 

札大総第１３３号文書「３６協定締結に必要な労働者の過半数代表者の選出について」の要点は、

前掲した組合の抗議書に対する法人からの回答とほとんど同じですので、同文書に対する論評は省き

ます。ここで特に取り上げたいのは、別添３の「いただいた意見と意見に対する考え方（別添２以外

のもの）」にある、以下の記述です。 

 

（いただいた意見） 

この通知では、…（略）…作成過程の公正性、透明性確保のため意見を聞いた職員の部署、職位、

人数を明らかにし、意見徴収内容を提示してください。 

（考え方） 

 （意見把握の概要） 

  ・部 長 ３名 

  ・課 長 １名 

  ・係長等 ３名 

   （計） ７名 

 

組合以外に広く意見聴取を行ってきたとありますが、把握できる人数である７名中４名が部長や課

長といった管理職にあたります。管理職が部署内で取りまとめたにしても、管理職の影響を受けず、

自由に意見を出せるでしょうか。以下の（いただいた意見）に対して、（考え方）の欄には全く回答ら

しきものが出せなかったことから、管理職による影響力が強い職場環境であることは、法人も認めて

いるのでしょう。 

 

   法人はすでに管理職主導による教職員組合に対する３６協定締結のための抗議署名活動を行っ

ています。これは明確に不当労働行為です。 

 

さらに約２時間後、「学校法人札幌大学労働者の過半数代表者選挙管理委員会」４名による公示が

出されました。この選挙管理委員会はいつ発足したのでしょうか？法人が教職員全員に過半数代表者

選出のために選挙を行うことを通知してから２時間の間で、しかも選挙管理委員の中には２名の教員

もおり、授業が入っていたかもしれないのに、どのようにして委員の選任をしてから互選で委員長を

決めることまでできたのでしょうか？ 

そして、組合には、選挙の公示期間について、選挙管理委員長の反対を押し切って、委員である総

務部長の意向によって決まったらしい、との情報が入りました。これは法人・事務局側が作成した要

領の第５条の２に違反していると考えられます。選挙は要領に基づいて行われるはずですが、スター

トの段階で、すでに要領を無視した選挙が行われていることになります。これでは、法人が強行した

選挙による過半数代表者が、どこまで「透明性、公平性、公正性」に選出されるのか疑念が生じます。 
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一方、組合にとって、４月１８日以来の過半数代表者の選出をめぐる法人・事務局側の対応は、団

交拒否など不当労働行為の連続でしかありませんでした。組合ニュースＮｏ.３７でお伝えした通り、

組合は北海道労働委員会に「あっせん」を申し入れる準備に入りました。 

 

 

 


